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五
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二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
河
口
湖
上
九
一
色
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
河
口
湖
町
大
字
河
口
字
湖
辺
三
二
二
一

旧

一
二
・
六

二
五
・
一

番
の
二
地
先
か
ら

南
都
留
郡
河
口
湖
町
大
字
河
口
字
湖
辺
三
〇
八
〇

番
の
五
地
先
ま
で

新

一
二
・
六

二
五
・
一

二
・
七
〜

三
・
六

二
一
六
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
中
道
塩
山
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
八
代
郡
境
川
村
大
字
石
橋
字
佃
六
八
九
番
地
先

旧

一
七
・
〇
〜

五
三
〇
・
〇

か
ら

五
五
・
〇

東
八
代
郡
八
代
町
大
字
米
倉
字
向
田
一
〇
九
三
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
七
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

九
月
十
一
日

第
千
四
百
十
五
号

木　曜　日



の
一
地
先
ま
で

新

一
七
・
〇
〜

五
三
〇
・
〇

三
〇
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
武
田
八
幡
神
社
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
神
山
町
大
字
鍋
山
字
釜
無
河
原
　
一
級
河

旧

九
・
三
〜

三
三
八
・
〇

川
富
士
川
右
岸
堤
防
敷
地
先
か
ら

一
五
・
〇

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
　
一
級
河
川
富
士
川
左
岸
堤

防
敷
地
先
ま
で

新

一
三
・
七
五
〜

三
三
八
・
〇

三
六
・
六
五

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
一
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
高
根
町
大
字
箕
輪
字
大
林
窪
上
三
一
〇

旧

二
三
・
〇
〜

二
〇
九
・
〇

四
番
の
一
地
先
か
ら

二
六
・
〇

北
巨
摩
郡
高
根
町
大
字
箕
輪
字
大
林
窪
上
三
一
一

六
番
の
一
地
先
ま
で

新

二
三
・
八
〜

二
〇
九
・
〇

三
六
・
九

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
小
荒
間
長
坂
停
車
場
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
長
坂
町
大
字
小
荒
間
字
信
玄
原
一
九
七

旧

六
・
〇
〜

二
三
五
・
五

九
番
の
一
地
先
か
ら

一
一
・
〇

北
巨
摩
郡
長
坂
町
大
字
小
荒
間
字
信
玄
原
二
〇
四

九
番
の
一
地
先
ま
で

新

七
・
〇
〜

二
三
五
・
五

一
四
・
四

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
七
四



県
道

青
木
ヶ
原
河

南
都
留
郡
足
和
田
村
大
字
長
浜
字
一

四
六
三
・
七
平
成
十
五
年

口
湖
線

之
瀬
笠
石
二
二
〇
八
番
の
二
地
先
か

九
月
十
一
日

ら南
都
留
郡
足
和
田
村
大
字
長
浜
字
一

之
瀬
笠
石
二
二
〇
八
番
の
五
地
先
ま

で

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

青
木
ヶ
原
河

南
都
留
郡
勝
山
村
大
字
勝
山
字
里
宮

一
五
二
・
〇
平
成
十
五
年

口
湖
線

三
九
五
二
番
の
一
〇
地
先
か
ら

九
月
十
一
日

南
都
留
郡
勝
山
村
大
字
勝
山
字
里
宮

三
九
四
八
番
の
五
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

中
道
塩
山
線

東
八
代
郡
境
川
村
大
字
石
橋
字
佃
六

五
三
〇
・
〇
平
成
十
五
年

八
九
番
地
先
か
ら

九
月
十
二
日

東
八
代
郡
八
代
町
大
字
米
倉
字
向
田

一
〇
九
三
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

一
級
河
川
小
俣
川
に
係
る
河
川
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

「
及
び
第
二
号
図
」
を
「
か
ら
第
七
号
図
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

一
級
河
川
浅
利
川
に
係
る
河
川
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

「
及
び
第
二
号
図
」
を
「
か
ら
第
七
号
図
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

南
ア
ル
プ
ス
市
加
賀
美
字
石
原
田
六
三
番
一

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
八
・
一
三
メ
ー
ト
ル
　
最
小
五
・
九
七
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
十
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
七
五



公
　
　
　
告

'
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
い
ち
や
ま
マ
ー
ト
　
代
表
取
締
役

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
若
宮
五
十
番
地
一
　
　

三
科
雅
嗣

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
い
ち
や
ま
マ
ー
ト
塩
山
店

（二）

所
在
地
　
塩
山
市
下
於
曾
字
栗
原
田
千
六
百
二
十
番

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
い
ち
や
ま
マ
ー
ト
　
代
表
取
締
役

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
若
宮
五
十
番
地
一

三
科
雅
嗣

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
一
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
百
九
十
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
ぎ
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か

ら
平
成
十
六
年
一
月
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
マ
イ
カ
ル
総
合
開
発
　
管
財
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
三
丁
目
一
番
三
十
号

人
　
岡
田
元
也

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
石
和
サ
テ
ィ

（二）

所
在
地
　
東
八
代
郡
石
和
町
松
本
字
塚
越
二
百
二
十
二
番
一

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
　
更
　
　
事
　
　
項

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

午
前
十
時
（
年
間
七
十
二
日
午
前
九
時

業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

は
午
前
九
時
）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

午
後
九
時

午
後
十
一
時

業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

が
で
き
る
時
間
帯

九
時
三
十
分
ま
で
（
年
間
七
十
一
時
三
十
分
ま
で

十
二
日
は
午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

）

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
三
十
一
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
及
び
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
七
六



あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
六

年
一
月
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

野
寛
二

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
オ
ギ
ノ
富
士
吉
田
店

（二）

所
在
地
　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
四
千
九
百
三
十
番

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
　
更
　
　
事
　
　
項

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

駐
車
場
の
位
置

届
出
書
配
置
図
の
と
お
り

届
出
書
配
置
図
の
と
お
り

駐
車
場
の
収
容
台
数

百
七
十
台

百
三
十
五
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

六
箇
所

四
箇
所

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
位

届
出
書
配
置
図
の
と
お
り

届
出
書
配
置
図
の
と
お
り

置３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
五
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
八
月
四
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
基
準
面
積
以
下
と
す
る
旨
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
富
士
フ
ド
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
社
長
　
鈴
木
義
典

２
　
住
所
　
千
葉
県
千
葉
市
稲
毛
区
作
草
部
町
一
丁
目
十
四
番
一
号

二
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
名
称
　
ケ
ー
ヨ
ー
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
富
士
吉
田
店

２
　
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
新
西
原
千
百
三
十
五
番
一

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
吉

田
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ

の
意
見
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
一
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
名
称
　B

O
O

K
S

K
A

T
O

H

２
　
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
千
五
百
十
七
番
地
七

二
　
届
出
の
内
容
及
び
公
告
日

１
　
内
容
　
新
設

２
　
公
告
日
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

三
　
意
見
の
概
要

歩
行
者
の
安
全
確
保
に
つ
い
て

'
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
和
町

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
意

見
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
一
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
七
七



一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
名
称
　
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
フ
ァ
イ
ン

２
　
所
在
地
　
東
八
代
郡
石
和
町
松
本
千
二
百
十
二
番

二
　
届
出
の
内
容
及
び
公
告
日

１
　
内
容
　
変
更

２
　
公
告
日
　
平
成
十
五
年
四
月
三
日

三
　
意
見
の
概
要

駐
車
場
に
お
け
る
騒
音
対
策
に
つ
い
て

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
組
合
の
名
称

甲
西
町
増
穂
町
長
沢
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
務
所
の
所
在
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
二
千
五
十
七
番
地

三
　
解
散
認
可
の
年
月
日

平
成
十
五
年
九
月
三
日

'

峡
東
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
都
市
計
画

の
変
更
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
日
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
都
市
計
画
の
種
類

峡
東
都
市
計
画
道
路

（
三
・
四
・
二
号
上
於
曽
駅
前
赤
尾
線
及
び
三
・
四
・
三
号
上
於
曽
本
町
管
田
線
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課

塩
山
市
上
塩
後
一
二
三
九
番
一
号
　
　
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
都
市
計
画
・
建
築
指
導
課

塩
山
市
上
於
曽
三
四
九
番
一
号
　
　
　
塩
山
市
都
市
整
備
課

四
　
縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
白
州
地
区
第
三
│
二
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
十
五
年
七
月
三

十
一
日
実
施
し
た
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
白
州
地
区
第
三
│
四
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
十
五
年
七
月
三

十
一
日
実
施
し
た
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
随
意
契
約
に
係
る
購
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

家
畜
専
用
焼
却
炉
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
八
月
五
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
協
和
エ
ク
シ
オ
甲
信
支
店
　
山
梨
県
甲
府
市
朝
気
三
丁
目
十
六
番
十
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
七
八



五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

五
千
二
百
八
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に

該
当

教
育
委
員
会

'

平
成
十
六
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
（
甲
陵
高
等
学
校
及
び
大
月
短
期
大
学
附
属
高
等
学
校
を
除

く
。）
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
志
　
　
村
　
　
　
　
　
洸

Ⅰ
　
一
般
入
学
者
選
抜

一
　
出
願
期
間

平
成
十
六
年
二
月
九
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
木
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と

す
る
。
た
だ
し
、
同
月
十
一
日
（
水
）
を
除
き
、
同
月
十
二
日
（
木
）
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま

で
と
す
る
。

二
　
選
抜
方
法

調
査
書
及
び
学
力
検
査
の
結
果
を
総
合
し
て
行
う
。

三
　
学
力
検
査

１
　
検
査
期
日

平
成
十
六
年
三
月
四
日
（
木
）

２
　
検
査
教
科
及
び
配
点

イ

検
査
教
科
は
、
国
語
（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
「
書
く
こ
と
」
の
領
域
を
含
む
。）、

社
会
、
数
学
、
理
科
及
び
英
語
（
リ
ス
ニ
ン
グ
検
査
を
含
む
。）
の
五
教
科
と
す
る
。

ロ
　
配
点
は
、
各
検
査
教
科
百
点
と
す
る
。
た
だ
し
、
理
数
科
、
英
語
科
、
文
理
科
、
国
際
教

養
科
、
全
日
制
普
通
科
（
単
位
制
）
及
び
総
合
学
科
の
選
抜
並
び
に
普
通
科
の
コ
ー
ス
指
定

に
つ
い
て
は
、
検
査
教
科
の
配
点
を
変
え
て
行
う
。

３
　
検
査
時
間

国
語
は
五
十
五
分
と
し
、
社
会
、
数
学
、
理
科
及
び
英
語
は
各
四
十
五
分
と
す
る
。

四
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日
（
月
）
の
午
前
十
一
時

Ⅱ
　
推
薦
入
学

一
　
出
願
期
間

平
成
十
六
年
一
月
十
四
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

と
す
る
。
た
だ
し
、
同
月
十
六
日
（
金
）
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
と
す
る
。

二
　
選
抜
方
法

調
査
書
、
志
願
理
由
書
、
推
薦
書
、
面
接
及
び
各
高
等
学
校
長
等
が
定
め
る
検
査
を
総
合
し
て

行
う
。

三
　
検
査
期
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日
（
火
）
及
び
同
月
二
十
八
日
（
水
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
志
願
者

の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
同
月
二
十
九
日
（
木
）
を
含
め
て
三
日
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
入
学
許
可
予
定
者
の
内
定

平
成
十
六
年
二
月
二
日
（
月
）
付
け
で
中
学
校
長
に
内
定
通
知
書
を
送
付
す
る
。

五
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表

一
般
入
学
者
選
抜
の
入
学
許
可
予
定
者
と
併
せ
て
行
う
。

Ⅲ
　
再
募
集

一
　
出
願
期
間

１
　
全
日
制
課
程

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日
（
月
）
の
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
、
同
月
十
六
日
（
火
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
十
七
日
（
水
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
と
す

る
。

２
　
定
時
制
課
程

平
成
十
六
年
三
月
十
七
日
（
水
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
月
二
十
日
（
土
）
及
び
同
月
二
十
一
日
（
日
）
を
除
き
、
同
月
二

十
三
日
（
火
）
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
と
す
る
。

二
　
選
抜
方
法

一
般
入
学
者
選
抜
の
学
力
検
査
結
果
及
び
調
査
書
並
び
に
再
募
集
に
当
た
っ
て
の
面
接
及
び
作

文
又
は
新
た
に
行
う
学
力
検
査
の
結
果
を
総
合
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
定
時
制
課
程
に
つ
い
て
は
、

調
査
書
、
再
募
集
に
当
た
っ
て
の
学
力
検
査
及
び
面
接
に
基
づ
い
て
行
う
。

三
　
検
査
期
日

１
　
全
日
制
課
程
　
平
成
十
六
年
三
月
十
八
日
（
木
）

２
　
定
時
制
課
程
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
（
水
）

四
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
七
九



１
　
全
日
制
課
程
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日
（
月
）
の
午
前
十
一
時

２
　
定
時
制
課
程
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日
（
金
）
の
午
前
十
一
時

Ⅳ
　
実
施
要
項

詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
平
成
十
六
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
実
施
要
項

に
よ
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
次

の
と
お
り
行
っ
た
の
で
、
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１
　
名
称
　
財
団
法
人
山
梨
県
交
通
安
全
協
会

２
　
住
所
　
甲
府
市
下
飯
田
一
丁
目
十
三
番
二
十
三
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
堀
内
光
雄

二
　
特
定
講
習
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
事
務
所
の
名
称
　
山
梨
自
動
車
学
校

２
　
事
務
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
千
八
百
二
十
八
番
地

三
　
特
定
講
習
の
種
別
　
取
消
処
分
者
講
習

四
　
指
定
を
行
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
九
月
一
日

'

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
八
年
九
月
十
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
五
四
四

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
ぴ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

く
ぴ
く
Ｒ

番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
五
六
〇

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
ぴ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

く
ぴ
く
Ｓ

番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

フ
ィ
ー
バ

株
式
会
社

三
〇
〇
六
三
一

役
　
寳
田
久
治

機

ー
ぴ
く
ぴ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

く
Ｄ
Ｘ

番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
エ
レ
コ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ビ
ー
ス
ト

株
式
会
社

三
四
〇
五
五
八

福
田
貞
夫

規
則
第
六
条
第

サ
ッ
プ

エ
レ
コ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

地
二
五

五
）

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
六
〇
三

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
フ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

レ
ン
ズ
Ｆ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｘ

第
二
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
八
〇



第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
五
九
一

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
フ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

レ
ン
ズ
Ｊ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
五
八
二

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
フ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

レ
ン
ズ
Ｍ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

サ
ン
ダ
ー

株
式
会
社

三
四
〇
五
〇
二

松
元
邦
夫

規
則
第
六
条
第

バ
ー
ド
２

藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一

二
号
（
別
表
第

丁
目
一
番
四
号

五
）

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ロ
ボ
ッ
ト

株
式
会
社

二
四
〇
六
一
八

松
元
邦
夫

規
則
第
六
条
第

２

藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一

二
号
（
別
表
第

丁
目
一
番
四
号

五
）

京
楽
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
お
祭

京
楽
産
業

三
〇
〇
六
二
九

役
　
榎
本
宏

機

り
サ
ブ
ち

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
尾
頭
橋

規
則
第
六
条
第

ゃ
ん
Ｒ
Ｌ

三
丁
目
二
〇
番
八
号

一
号
イ
（
別
表

１

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
忍
者

株
式
会
社

三
〇
〇
六
〇
四

役
　
市
原
高
明

機

ハ
ッ
ト
リ

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

規
則
第
六
条
第

く
ん
Ｈ
Ｎ

一
丁
目
二
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
忍
者

株
式
会
社

三
〇
〇
六
五
一

役
　
市
原
高
明

機

ハ
ッ
ト
リ

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

規
則
第
六
条
第

く
ん
Ｈ
Ｔ

一
丁
目
二
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｌ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
忍
者

株
式
会
社

三
〇
〇
六
二
〇

役
　
市
原
高
明

機

ハ
ッ
ト
リ

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

規
則
第
六
条
第

く
ん
Ｆ
Ｎ

一
丁
目
二
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
マ
ツ
ヤ
商
会
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

ツ
イ
ン
バ

株
式
会
社

二
四
〇
二
二
一

締
役
　
山
本
基
就

規
則
第
六
条
第

ー
ス
ト
Ｘ

マ
ツ
ヤ
商

広
島
県
広
島
市
南
区
仁
保
三
丁
目

二
号
（
別
表
第

会

四
番
二
号

五
）

株
式
会
社
マ
ツ
ヤ
商
会
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

シ
ュ
レ
イ

株
式
会
社

三
四
〇
四
四
三

締
役
　
山
本
基
就

規
則
第
六
条
第

キ
ッ
ズ
２

マ
ツ
ヤ
商

広
島
県
広
島
市
南
区
仁
保
三
丁
目

二
号
（
別
表
第

５

会

四
番
二
号

五
）

株
式
会
社
エ
ー
ス
電
研
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ラ
イ

株
式
会
社

三
〇
〇
六
〇
七

締
役
　
武
本
孝
俊

機

オ
ン
ハ
ー

エ
ー
ス
電

東
京
都
台
東
区
東
上
野
三
丁
目
一

規
則
第
六
条
第

ト
　
Ｆ
Ｘ

研

二
番
九
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
エ
ー
ス
電
研
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ラ
イ

株
式
会
社

三
〇
〇
六
〇
二

締
役
　
武
本
孝
俊

機

オ
ン
ハ
ー

エ
ー
ス
電

東
京
都
台
東
区
東
上
野
三
丁
目
一

規
則
第
六
条
第

ト
　
Ｊ
Ｘ

研

二
番
九
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
八
一



第
一
種
特
別
電

動
役
物

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
五
年
九
月
一
日
山
梨
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号
（
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
）

五
五
五

下

終
わ
り
か
ら
六

富
士
川
西
部
中
央
二
期
地
区
富
士
川
西
部
中
央
地
区

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
十
五
号
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日

五
八
二


